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特
数
２　
敗
戦
75
年
︱
戦
争
の
記
憶
継
承
と
戦
後
責
任
を
問
う

に
東
京
地
検
に
告
訴
状
を
提
出
、
受
け
取
る
こ
と

さ
え
拒
否
さ
れ
た
翌
年
に
「
責
任
者
を
処
罰
せ

よ

︱
平
和
の
た
め
に
」
と
い
う
絵
を
描
い
て
、

１
９
９
７
年
に
亡
く
な
っ
た
。

そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
止
め
た
松
井
や
よ
り

さ
ん
が
提
案
し
た
の
が
、
２
０
０
０
年
に
東
京
で

開
か
れ
た
「
女
性
国
際
戦
犯
法
廷
」
だ
っ
た
。「
法

廷
」
は
、
東
京
裁
判
で
裁
か
れ
な
か
っ
た
日
本
軍

性
奴
隷
制
の
も
と
で
被
害
を
受
け
た
女
性
た
ち
の

声
を
聞
き
取
り
、
こ
の
性
暴
力
シ
ス
テ
ム
の
責
任

者
と
し
て
、
天
皇
裕
仁
と
軍
高
官
の
10
名
を
有
罪

と
認
定
す
る
判
決
を
く
だ
し
た
。
し
か
し
、
日
本

の
マ
ス
コ
ミ
は
小
さ
く
し
か
報
道
せ
ず
、
つ
ぶ
さ

に
伝
え
る
と
取
材
し
て
い
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番
組
は
、

官
房
副
長
官
だ
っ
た
安
倍
晋
三
ら
の
圧
力
を
受
け

て
改
竄
さ
れ
た
。
報
道
も
司
法
も
時
の
権
力
に
逆

アクティブ・ミュージアム
「女たちの戦争と平和資料館」（wam）

169-0051 東京都新宿区西早稲田
２－３－18　AVACOビル2階

　TEL：03-3202-4633　
　FAX：03-3202-4634
開館時間　金・土・日・月
　　　　　13：00~18：00

※2/11、2/23、4/29、11/3は「祝わない」
ため開館。
入館料
　18歳以上：500円
　18歳未満：300円
　小学生以下：無料

※障がいのある方の付添いは無料。

ら
わ
な
い
姿
勢
は
そ
の
後
も
さ
ら
に
悪
化
、
更
新

す
る
無
責
任
社
会
・
日
本
は
、
先
行
き
さ
え
見
え

な
い
。

２
０
０
５
年
8
月
、
松
井
や
よ
り
さ
ん
の
遺
志

を
つ
ぎ
、
女
性
国
際
戦
犯
法
廷
の
思
想
を
引
き

継
い
で
設
立
さ
れ
た
ｗ
ａ
ｍ
は
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
し
て
、
こ
の
ど
ん
底
を
更
新
す

る
15
年
間
を
走
り
続
け
て
き
た
。
権
力
か
ら
独
立

し
た
民
衆
の
資
料
館
と
し
て
、
日
本
で
唯
一
、
天

皇
裕
仁
を
戦
犯
と
し
て
展
示
し
続
け
る
ｗ
ａ
ｍ

は
、「
法
廷
」
か
ら
20
年
の
今
年
、
天
皇
制
由
来

「
敗
訴
確
定
」
裁
判
闘
争
終
結

２
０
１
９
年
12
月
25
日
、
最
高
裁
判
所
第
二
小

法
廷
（
三
浦
守
裁
判
長
）
は
「
上
告
棄
却
」
及
び
「
上

告
不
受
理
」
の
不
当
決
定
を
出
し
た
。

２
０
０
６
年
３
月
30
日
、
日
本
政
府
に
「
重
慶

大
爆
撃
の
被
害
に
対
す
る
謝
罪
と
賠
償
」
を
求
め

て
、
第
一
次
提
訴
。
以
来
中
国
の
重
慶
、
楽
山
、

自
貢
、
成
都
、
合
江
、
松
潘
か
ら
な
る
原
告
が
、

四
次
に
わ
た
る
原
告
団
１
８
８
名
で
14
年
に
も
お

よ
ぶ
裁
判
闘
争
を
闘
っ
た
が
、
こ
の
最
高
裁
決
定

の
休
日
の
う
ち
4
日
間
を
「
祝
わ
な
い
た
め
」
に

開
館
す
る
。
そ
れ
は
、
昭
和
天
皇
の
責
任
を
無
化

し
、
天
皇
制
を
容
認
す
る
人
び
と
と
議
論
す
る
時

間
と
場
を
つ
く
る
た
め
で
も
あ
る
。
暴
力
と
差
別

を
孕
む
天
皇
制
と
日
本
社
会
の
欺
瞞
を
鋭
く
見
抜

い
て
い
た
姜
徳
景
さ
ん
、
そ
し
て
「
慰
安
婦
」
と

し
て
被
害
を
受
け
た
す
べ
て
の
女
性
た
ち
を
想
起

し
な
が
ら
、
加
害
の
国
の
民
と
し
て
記
録
と
記
憶

を
つ
な
げ
る
役
割
を
担
っ
て
い
き
た
い
。

（
わ
た
な
べ
・
み
な
／
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
「
女

た
ち
の
戦
争
と
平
和
資
料
館
」）

「
重
慶
大
爆
撃
」裁
判
終
結
と「
語
り
継
ぐ
会
」結
成
の
意
義

	

三
角
　
忠

で
終
結
し
た
。

14
年
に
わ
た
る
「
重
慶
大
爆
撃
」
の
裁
判
経
過

（
第
一
次
提
訴
か
ら
最
高
裁
決
定
ま
で
）
は
、
別
表
を
参

照
。

「
個
人
賠
償
請
求
権
」
を
認
め
ず
、
ま
た
も
や

「
国
家
無
答
責
」

２
０
１
５
年
２
月
25
日
、一
審
東
京
地
裁
判
決
。

「
請
求
棄
却
」。「
加
害
と
被
害
の
詳
細
な
事
実〈
日

本
軍
に
よ
る
無
差
別
爆
撃
に
よ
り
多
数
の
死
傷

者
、
家
屋
焼
失
な
ど
の
被
害
の
事
実
〉」
を
認
め
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特
数
２　
敗
戦
75
年
︱
戦
争
の
記
憶
継
承
と
戦
後
責
任
を
問
う

た
も
の
の
「
空
戦
規
則
案
に
規
定
さ
れ
て
い
る
無
防
守
都
市
に
対
す
る
無
差
別
爆
撃

の
禁
止
、
軍
事
目
標
の
原
則
は
、
国
際
慣
習
法
化
し
て
い
た
」
と
し
な
が
ら
「
被
害

者
個
人
が
自
己
の
損
害
に
つ
い
て
加
害
国
に
賠
償
請
求
す
る
旨
を
定
め
た
も
の
と
は

解
さ
れ
ず
」
と
判
示
。
次
に
「
国
家
賠
償
法
施
行
前
に
お
い
て
、
国
は
賠
償
責
任
を

負
わ
な
い
」
と
い
う
「
国
家
無
答
責
の
法
理
を
採
用
」
と
判
示
。
先
行
す
る
中
国
侵

略
の
戦
争
犯
罪
（
７
３
１
部
隊
細
菌
戦
他
）
の
数
々
に
、
日
本
の
司
法
が
伝
家
の
宝
刀

の
よ
う
に
用
い
て
き
た
損
害
賠
償
否
定
の
法
理
「
国
家
無
答
責
」
が
こ
こ
で
も
登
場

し
た
の
で
あ
る
。

控
訴
審
は
さ
ら
に
ひ
ど
か
っ
た
。
一
審
が
認
定
し
て
い
た「
無
差
別
爆
撃
の
禁
止
、

軍
事
目
標
の
原
則
は
、
必
ず
し
も
国
際
慣
習
法
化
し
て
い
な
か
っ
た
」
と
排
斥
し
た

の
で
あ
る
。

改
憲
、
戦
争
を
阻
む
た
め
に
「
重
慶
大
爆
撃
を
語
り
継
ぐ
」

最
高
裁
は
、
一
・
二
審
の
請
求
棄
却
に
屈
せ
ず
原
告
が
上
告
し
た
の
に
「
門
前
払

重慶大爆撃の被害者と連帯する会・東京
申し込み＆資料請求先
〒105-0003　東京都港区西新橋１-２１-５
一瀬法律事務所
　　　℡　０３－３５０１－５５５８

重慶大爆撃の裁判経過（第一次提訴から最高裁まで）
【一審･東京地裁民事第13部】

年 月 日 口頭弁
論

●は提訴
進行内容（原告名は意見陳述）

裁判長 裁判支援

2006 平成18 3 30 ●第1次提訴40名（重慶34､ 楽山5､ 自貢1） 会報NO.1～NO.4
学習会1回～3回
訪中2回

10 25 第1回 羅漢、趙茂蓉、万泰全、危昭平（重慶） 野山　宏
（33期）

2007 平成19 1 24 第2回 羅保清、呉紹武、趙樹信（楽山） 会報NO.5～NO.7
学習会4回～7回
訪中8回

［進行協議2回］ 5 14 第3回 徐長福（重慶）準備書面1､ 2

9 10 第4回 準備書面3　
趙樹信ら楽山原告6人が出廷

山田俊雄
（32期）

12 17 第5回 銭方能（重慶）　準備書面4
2008 平成20 3 26 第6回 鞠天福（重慶）　準備書面5､ 6 会報NO.8～NO.10

学習会8回～11回
訪中5回

［進行協議3回］ 7 4 ●第2次提訴22名（成都22）
7 7 第7回 鄧華均（重慶）　準備書面7

12 3 第8回 ●第3次提訴45名（重慶1､ 楽山42､ 自貢1､ 合江1）　
周永冬（重慶）　準備書面8

2009 平成21 4 13 第9回 蒋万錫（重慶）　準備書面9 会 報 NO . 1 1 ～
NO.13
学習会12回～16回
訪中5回

［進行協議3回］ 6 15 第10回 〈1次と2次併合〉　呉及義（成都）

10 5 第11回
●第4次提訴81名（重慶50､ 成都17､ 楽山3､ 自貢
5､ 松潘6）、〈1次･2次と3次併合〉
楊銘佳、周志鵬（楽山）　準備書面10

2010 平成22 1 27 第12回 〈1次･2次･3次と4次併合〉
安本欽、馬福成（松潘）　準備書面11

会 報 NO . 1 4 ～
NO.17
学習会17回～20回
訪中2回［進行協議6回］ 4 12 第13回 楊昌華（重慶）　準備書面12

い
」。
裁
判
に
は
負
け
た
が
、
中
国
側
原
告
・
弁
護
団
・
当
会
支

援
者
は
、「
国
は
な
ぜ
無
差
別
爆
撃
の
戦
争
責
任
・
戦
後
補
償
責

任
を
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
か
」
と
い
う
主
張
・
鑑
定
証
言
を
展

開
し
、
戦
争
犯
罪
を
裁
く
裁
判
で
は
異
例
の
数
々
の
学
者
・
証
人

を
採
用
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
闘
い
の
成
果
を
今
後
と
も
活
か
し
て
い
こ
う
。
そ
れ
が
現

下
の
安
倍
政
権
（
→
菅
政
権
）
の
改
憲
と
戦
争
を
阻
み
、
真
の
日
中

友
好
を
つ
く
る
礎
を
築
く
、
と
い
う
確
信
の
下
に
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

都
市
無
差
別
爆
撃
の
原
型
「
重
慶
大
爆
撃
」
を
語
り
継
ぐ
会
の
結

成
に
至
っ
た
の
で
あ
る
（
本
年
８
月
１
日
結
成
総
会
開
催
）。

中
国
を
敵
視
し
て
ア
ジ
ア
の
平
和
は
つ
く
れ
な
い
。多
く
の
人
々

が
こ
の
「
語
り
継
ぐ
会
」
に
入
会
さ
れ
る
こ
と
を
強
く
希
望
す
る
。

（
み
す
み
・
た
だ
し
／
重
慶
大
爆
撃
の
被
害
者
と
連
帯
す
る
会
・
東
京　

運
営

委
員
）
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２　
敗
戦
75
年
︱
戦
争
の
記
憶
継
承
と
戦
後
責
任
を
問
う

6 21 第14回 代理人6人の裁判長交代に伴う更新意見 上田　哲
（40期）9 27 第15回 代理人5人の意見陳述　準備書面13

12 6 第16回 廬賢柏（重慶）　準備書面14
2011 平成23 3 9 第17回 文仲　（成都）　準備書面15､ 16 会 報 NO . 1 8 ～

NO.21
学習会21回～25回
訪中2回

［進行協議4回］ 6 1 第18回 劉吉英（重慶）　準備書面17
9 21 第19回 廖世華（成都）　準備書面18
12 19 第20回 簡全碧（重慶）　準備書面19

2012 平成24 3 21 第21回 王西福（重慶）　準備書面20 会 報 NO . 2 2 ～
NO.25
学習会26回～29回
訪中2回
（6/5重慶宣言発表
式参加）

［進行協議4回］ 7 2 第22回 鐘国華（自貢）　準備書面21､ 22 花村良一 
  （42期）10 1 第23回 達朋芳（成都）　準備書面23

12 17 第24回 李本澤（楽山）　準備書面24、人証申出

2013 平成25 3 11 ＊ 2人の専門家意見書提出 会 報 NO . 2 6 ～
NO.28
学習会30回～32回
訪中2回

［進行協議6回］ 4 24 ＊ 7人の専門家意見書提出
 ＊は進行協議 6 10 ＊ 人証申出（2）、4人の専門家意見書提出

10 2 第25回 人証申出補充書　重慶の支援者王永鋼傍聴、デモ
と報告会参加

10 9 ＊ 裁判長が人証調べを行わない旨発言

11 6 ＊ 証人9人、原告本人6人の尋問を予定人証調べのた
めに5期日を予定

12 11 ＊ 人証調べの日程調整
2014 平成26 2 5 ＊ 通訳、原告の承継手続き等の調整 会 報 NO . 2 9 ～

NO.31
学習会33回～35回
訪中1回

［進行協議4回］ 3 17 ＊ 人証調べの方法の最終調整
 ＊は進行協議 4 16 第26回 徐勇　羅淑琴（67歳自貢）　粟遠奎（80歳重慶） 村田斉志

（42期）26回～30回人証
調べ

5 7 第27回 唐潤明　魏奕雄　羅保清（88歳楽山）
5 21 第28回 内田知行　張翔里　馬福成（67歳松潘）
6 4 第29回 前田哲男　劉世龍　蘇良秀（83歳成都）
6 30 第30回 伊香俊哉　石島紀之　何光栄（74歳重慶）
7 7 ＊ 最終弁論の書面等提出の確認
10 15 ＊ 最終弁論の書面等提出の最終確認

10 22 第31回 最終弁論（準備書面25）を陳述　陳桂芳（重慶）､
車蓉（成都）､ 雷時仁（楽山）の3人が最終陳述

2015 平成27 2 25 第32回 一審判決　粟遠奎（重慶）と危昭平（重慶）の2
人出廷

河合芳光
（45期）

【二審･東京高裁第5民事部】

年 月 日 口頭弁
論 進行内容（原告名は意見陳述） 裁判長 裁判支援

2015 平成27 2 26 控訴申立 会 報 NO . 3 2 ～
NO.42
学習会36回～48回
写真展3回
2016.8月
2017.2月、10月
訪中3回

2016 平成28 11 18 第1回 控訴理由を陳述､ 準備書面1,人証申出 粟遠奎（重
慶） 控訴人10人出廷

永野厚郎
（35期）

2017 平成29 3 17 第2回 人証申出（2）､ 準備書面2 雷時仁（楽山）控訴人6
人出廷 裁判長結審、裁判官忌避

5 31 忌避申立却下（東京高裁第7民事部）
10 16 忌避の特別抗告棄却（最高裁第一小）
12 14 第3回 控訴棄却判決 簡全碧（重慶）ら控訴人9人出廷

【三審･最高裁判所第二小法廷】
2017 平成29 12 15 上告・上告受理申立て 会 報 NO . 4 3 ～

NO.46　　　 学
習 会49回 ～52回　　　　
写真展1回 2018.10
月　　　　訪中2回

2018 平成30 10 24 訴訟救助付与の決定（10/25上告提起通知） 秋吉仁美
（東京高
裁）

（35期）
12 14 上告理由書、上告受理申立て理由書を提出

2019 平成31 2 8 記録到着通知 会 報 NO . 4 7 ～
NO.48　学習会53
回～54回

6 21 原告団ら10人来日し第1回最高裁申入 三浦守
（34期）11 11 原告団ら9人来日し第2回最高裁申入

12 25 最高裁決定（上告棄却、不受理）


	



